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名古屋港管理組合告示第３号

平成13年名古屋港管理組合告示第31号（名古屋港臨港地区内の分区）の全部を次のように改正する。

平成23年２月１日

名古屋港管理組合管理者職務代理者

名古屋港管理組合副管理者　山田　孝嗣

都市計画法（昭和43年法律第100号）第21条第１項の規定により変更された名古屋都市計画臨港地区名古屋港臨港

地区（平成15年名古屋市告示第312号、平成22年愛知県告示第763号）、知多都市計画臨港地区名古屋港臨港地区（平

成22年愛知県告示第764号）内に、港湾法（昭和25年法律第218号）第39条第１項の規定に基づき、分区を次のよう

に指定する。

１　名古屋都市計画臨港地区名古屋港臨港地区

⑴ 商港区

名古屋市港区

金城ふ頭一丁目、金城ふ頭二丁目の一部・同地先、金城ふ頭三丁目・同地先、空見町の一部、野跡二丁目の一部、潮

凪町の一部・同地先、稲永二丁目の一部、稲永三丁目の一部、一州町の一部・同地先、築地町・同地先、中川本町地

先、金船町地先、新船町地先、新川町地先、金川町地先、河口町地先、熱田前新田地先、西倉町の一部・同地先、入

船一丁目の一部・同地先、入船二丁目の一部、港町の一部、千鳥一丁目の一部、千鳥二丁目の一部・同地先、港陽一

丁目の一部、港陽二丁目の一部、作倉町の一部、木場町の一部・同地先、東築地町の一部・同地先、船見町の一部

名古屋市中川区

玉船町地先、福船町地先、清船町地先、富船町地先、中京南通地先、舟戸町地先、月島町地先、運河町の一部、広住

町地先、柳掘町地先、西日置町地先、山王一丁目の一部・同地先、横堀町地先、広川町地先、富川町地先、清川町地

先、福川町地先、玉川町地先

名古屋市中村区

運河町の一部

海部郡飛島村

東浜一丁目の一部、東浜二丁目、東浜三丁目の一部、西浜の一部

弥富市

富浜一丁目の一部、富浜二丁目、富浜三丁目、富浜四丁目、富浜五丁目、楠二丁目の一部、楠三丁目の一部

⑵ 工業港区

名古屋市港区

空見町の一部、一州町の一部、築三町の一部、千年二丁目の一部、千年三丁目の一部、作倉町の一部、大江町の一

部・同地先、昭和町の一部、船見町の一部、潮見町の一部

名古屋市熱田区

千年一丁目の一部、千年二丁目の一部

海部郡飛島村

木場一丁目、木場二丁目、金岡、東浜三丁目の一部

弥富市

楠一丁目の一部、楠二丁目の一部、楠三丁目の一部

⑶ 特殊物資港区

名古屋市港区

空見町の一部、汐止町の一部・同地先、潮凪町の一部・同地先、船見町の一部・同地先

海部郡飛島村

西浜の一部

弥富市

楠二丁目の一部、楠三丁目の一部

⑷ 保安港区

名古屋市港区

潮見町の一部・同地先

海部郡飛島村

東浜三丁目の一部

⑸ 修景厚生港区
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名古屋市港区

金城ふ頭二丁目の一部、西倉町の一部、入船一丁目の一部、港町の一部・同地先

海部郡飛島村

東浜一丁目の一部

弥富市

楠一丁目の一部、楠二丁目の一部、楠三丁目の一部

２　知多都市計画臨港地区名古屋港臨港地区

⑴ 商港区

東海市

新宝町の一部・同地先

⑵ 工業港区

東海市

新宝町の一部、東海町の一部、元浜町の一部

知多市

北浜町の一部、南浜町の一部、緑浜町の一部

⑶ 特殊物資港区

東海市

新宝町の一部、元浜町の一部

知多市

八幡字浦浜新田の一部、北浜町の一部

⑷ 修景厚生港区

知多市

緑浜町の一部
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